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 伊勢市介護保険規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

 

  平成 19 年６月４日 

 

 

 

                 伊勢市長 森 下 隆 生     

2



伊勢市規則第 30 号 

   伊勢市介護保険規則の一部を改正する規則 

 伊勢市介護保険規則（平成 17 年伊勢市規則第 83 号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第３条中「16」を「17」に改める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行し、平成 19 年４月１日から適用する。 
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 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則 

 

 

の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

 

  平成 19 年６月 13 日 

 

 

 

              伊勢市長 森 下 隆 生     
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伊勢市規則第 31 号 

   議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行

規則の一部を改正する規則 

 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規

則（平成 17 年伊勢市規則第 25 号）の一部を次のように改正する。 

 第 17 条第１項中第４号を削り、第５号を第４号とし、第６号から第 19

号までを１号ずつ繰り上げる。 

 様式第 19 号福祉事業記録簿の表休養の項を削る。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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伊勢市議会公印規程の一部を改正する規程をここに公表する。 

 

平成 19 年６月４日 

 

伊勢市議会議長 佐 之 井  久 紀
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伊勢市議会訓令第１号 

伊勢市議会公印規程の一部を改正する規程 

伊勢市議会公印規程（平成 17 年伊勢市議会訓令１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第２条を次のように改める。 

（公印の種類） 

第２条 公印の種類は次のとおりとする。 

(1) 伊勢市議会印 

(2) 伊勢市議会議長印 

(3) 伊勢市議会副議長印 

(4) 伊勢市議会常任委員会委員長印 

(5) 伊勢市議会議会運営委員会委員長印 

(6) 伊勢市議会特別委員会委員長印 

(7) 伊勢市議会事務局印 

(8) 伊勢市議会事務局長印 

別表を次のように改める。 

 別表（第３条関係） 

公印の名称 ひながた 書体 寸法 個数 使用区分 

伊勢市議会印 

 

 

てん書 
方 21 ミリメー

トル 
１ 

議会名をもってす

る文書 

伊勢市議会議長印 
 

てん書 
方 24 ミリメー

トル 
１ 

議長名をもってす

る文書 

伊勢市議会副議長

印 

 

てん書 
方 24 ミリメー

トル 
１ 

副議長名をもって

する文書 

伊勢市議会常任委

員会委員長印   

 

れい書 
方 21 ミリメー

トル 
１ 

常任委員長名をも

ってする文書 
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伊勢市議会議会運

営委員会委員長印 

 

れい書 
方 21 ミリメー

トル 
１ 

議会運営委員長名

をもってする文書 

伊勢市議会特別委

員会委員長印 

 

れい書 
方 21 ミリメー

トル 
１ 

特別委員長名をも

ってする文書 

伊勢市議会事務局

印 

 

 

れい書 
方 21 ミリメー

トル 
１ 

事務局名をもって

する文書 

伊勢市議会事務局

長印 

 

てん書 
方 24 ミリメー

トル 
１ 

事務局長名をもっ

てする文書 

   附 則 

 この訓令は、公表の日から施行する。 
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伊勢市告示第69号 

 

 平成19年度分国民健康保険料について、伊勢市国民健康保険条例（平成

17年伊勢市条例第101号）第14条第１項及び第18条の５第１項の保険料率並

びに第22条第１項各号及び第22条第５項において準用する同条第１項各号

に定める額を、次のとおり決定しましたので、同条例第14条第３項（第22

条第４項において準用する場合を含む。）及び第18条の５第３項（第22条第

５項において準用する場合を含む。）の規定により告示します。 

 

  平成19年６月１日 

 

                 伊勢市長 森 下 隆 生     

 

１ 国民健康保険条例第14条第１項の保険料率 

 (1) 所得割          

(2) 被保険者均等割     29,364円 

 (3) 世帯別平等割      21,972円 

２ 国民健康保険条例第18条の５第１項の保険料率 

 (1) 所得割          

 (2) 被保険者均等割     9,588円 

 (3) 世帯別平等割      5,358円 

３ 国民健康保険条例第22条第１項第１号ア及びイの額 

 ア 被保険者均等割の保険料率に─を乗じて得た額  20,555円 

 イ 世帯別平等割の保険料率に─を乗じて得た額   15,381円 

４ 国民健康保険条例第22条第１項第２号ア及びイの額 

 ア 被保険者均等割の保険料率に─を乗じて得た額  14,682円 

７
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７

10 

8.91
100

2.34
100

５

10 
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 イ 世帯別平等割の保険料率に─を乗じて得た額   10,986円 

５ 国民健康保険条例第22条第１項第３号ア及びイの額 

 ア 被保険者均等割の保険料率に─を乗じて得た額  5,873円 

 イ 世帯別平等割の保険料率に─を乗じて得た額   4,395円 

６ 国民健康保険条例第22条第５項において準用する同条第１項第１号ア

及びイの額 

 ア 被保険者均等割の保険料率に─を乗じて得た額  6,712円 

 イ 世帯別平等割の保険料率に─を乗じて得た額   3,751円 

７ 国民健康保険条例第22条第５項において準用する同条第１項第２号ア

及びイの額 

 ア 被保険者均等割の保険料率に─を乗じて得た額   4,794円 

 イ 世帯別平等割の保険料率に─を乗じて得た額    2,679円 

８ 国民健康保険条例第22条第５項において準用する同条第１項第３号ア

及びイの額 

 ア 被保険者均等割の保険料率に─を乗じて得た額   1,918円 

 イ 世帯別平等割の保険料率に─を乗じて得た額    1,072円 
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伊勢市告示第 70 号 

 

介護保険法（平成９年法律第 123 号）第 78 条の２第１項及び同法第 115

条の 11 第１項の規定により、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域

密着型介護予防サービス事業者を指定したので、同法第 78 条の 10 第１号

及び同法第115条の18第１号並びに伊勢市指定地域密着型サービス事業者

及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則（平成

18 年伊勢市規則第 16 号）第６条の規定により、次のとおり告示します。 

 

  平成 19 年６月１日 

 

              伊勢市長 森 下 隆 生     

 

１ 介護保険事業者番号 

2472800750 

 

２ 事業者の名称及び所在地 

  名称  小規模多機能ホームみそのむら 

 所在地 伊勢市御薗町高向 481 番地 

 

３ 申請者及び主たる事業所の所在地並びに代表者の氏名及び住所 

  申請者         有限会社くろべ 

  主たる事業所の所在地  伊勢市御薗町高向 481 番地 

  代表者氏名       代表取締役 中村 弥生 

  代表者住所       四日市市東日野１丁目４番 27 号 
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４ 指定の年月日 

  平成 19 年６月１日 

 

５ サービスの種類 

  小規模多機能型居宅介護 

  介護予防小規模多機能型居宅介護 
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伊勢市告示第 71 号 

 

伊勢市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例第 15 条第

２項の規定により、廃物認定外放置自動車を次のとおり告示します。 

 この放置自動車の所有者等又はこの放置自動車の所有者等に心当たりの

ある方は、申し出てください。 

 なお、この告示の日の翌日から起算して６月を経過しても申出がないと

きは、当該放置自動車を不要物として処分します。 

 

平成 19 年６月１日 

 

                 伊勢市長 森 下 隆 生     

 

１ 廃物認定外放置自動車 

整 理 番 号 18-５ 

警 告 書 は り 付 け 日 平成 19 年２月５日 

放 置 場 所 伊勢市八日市場町 13 番 35 号 伊勢市立伊勢図書館

メーカー名 トヨタ 塗 色 黒色 

車 名 クレスタ 自動車登録番号 三重 33 は 2979 

放置自

動車の

形態等 型式・種別 E-GX90・普通 車 台 番 号 GX90-3049229 

 

２ 申出先  伊勢市教育委員会生涯学習・スポーツ課図書館係（小俣図

書館内）（電話 0596－29-3900） 
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伊勢市告示第 72 号 

 

地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 158 条第１項の規定に基

づき、伊勢市やすらぎ公園プールの使用料の収納に関する業務の一部を次

のとおり委託したので、同条第２項の規定により告示します。 

 

平成 19 年６月８日 

 

               伊勢市長 森 下 隆 生     

 

１ 収納に関する業務を委託した者 

  四日市市新正４丁目１番１号 

  三重コニックス株式会社 

  代表取締役 吉田 治伸 

 

２ 委託期間 

  平成 19 年６月１日から平成 19 年９月 16 日まで 
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伊勢市告示第 73 号 

 

道路の区域変更について 

 

道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第 18 条第１項の規定により、次のよ

うに道路の区域を変更しました。 

 

 平成 19 年６月 12 日 

 

               伊勢市長 森 下 隆 生     

 

道路の

種 類 
路線名 区  間 

新旧

の別

敷地の幅員 

ﾒ-ﾄﾙ 

延長

ﾒ-ﾄﾙ

旧 4.2～9.6 120.0
市道 小俣明野50号線 

小俣町明野688番１地先から 

小俣町明野685番１地先まで 新 6.2～13.9 120.0

 

 区域を変更表示した図面を縦覧する場所および期間 

  縦覧する場所  伊勢市都市整備部維持課 

  縦覧する期間  告示の日から２週間 
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伊勢市告示第 74 号  

 

 伊勢市議会定例会を次のとおり招集します。 

 

  平成 19 年６月 13 日  

 

           伊 勢 市 長  森  下  隆  生      

 

１  招集の日時  平成 19 年６月 20 日（水） 午前 10 時  

２  招集の場所  伊勢市議会議場 
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伊勢市告示第 75 号 

 

平成 18 年度下半期の伊勢市病院事業、水道事業、下水道事業及び認

知症対応型共同生活介護事業の業務の状況について 

 

 地方公営企業法（昭和 27 年法律第 292 号）第 40 条の２第１項の規定に

より、平成 18年 10 月１日から平成 19年３月 31日までの伊勢市病院事業、

水道事業、下水道事業及び認知症対応型共同生活介護事業の業務の状況を

次のとおり公表します。 

 

平成 19 年６月 15 日 

 

伊勢市長 森 下 隆 生     
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１．事業の概況

　　今期におきましては、診療報酬の連続マイナス改定や全国的な勤務医不足、看護師不

　足の影響を受けて、非常に厳しい経営環境にあり、新たな卒後臨床研修制度の影響によ

　り、地域における医師絶対数の減少による医師偏在、一部診療科目の極端な勤務医不足

　のなか、医師確保が困難な大変厳しい状況となっていますが、二次救急を行う地域の中

　核病院として、良質かつ高度の医療を提供できるよう、市民の皆様に信頼される病院を

　目指し、医療提供体制の確保と医療水準の向上に努力してまいりました。

　　病院の利用状況といたしましては、延べ入院患者数５０，９２５人、延べ外来患者数

　１１７，０５２人、健診者数５，８８７人となり、前年度と比較いたしますと、入院患

　者数におきましては、９，２０８人の減少、外来患者数におきましても、６，０７５人

　の減少となり、健診者数におきましても、５０人の減少となりました。

　　事業収支におきましては、事業収益６，６０６，５６６千円（内一般会計負担金３５

　０，０００千円を含む）、事業費用６，９４８，３５３千円で収支差引３４１，７８７

　千円の単年度純損失を生じました。

　　一方、資本的収入におきましては、一般会計からの負担金１００，０００千円、寄附

　金５，１００千円の計１０５，１００千円に対し、支出では資産購入費８３，１６８千

　円、企業債元金の償還に３４１，９４９千円、退職給与金１７８，２７９千円となり、

　このうち資産購入費の主なものとして、電子内視鏡システム（５，５９０千円）、超音

　波診断装置（５，２５０千円）、多項目自動血球分析装置（１２，６００千円）、ＨＣ

　Ｕモニタリングシステム（５，１４５千円）、大動脈内バルーンポンプ（８，９２５千

　円）等の導入並びにその他更新整備を図ったところであります。

　　資本的総支出額といたしましては、６０３，３９６千円となり、収支差引４９８，２

　９６千円の不足額を生じましたが、一時借入金で措置いたしました。

　　以上が今期の主な概況でありますが、当年度未処理欠損金が、１８億１百余万円（前

　年度未処理欠損金が１４億６千余万円）を有しておりますので、今後も医療サービスの

  向上に努めながら経費の節減、合理化等経営改善に努め、健全経営に努力をいたす所存

  であります。

２．職員に関する事項 （単位：人）

年　月　日  医　 師
医療

技術職員
看護

（准）師
事務職員

その他
の職員

 嘱　託 計

１８．９．３０ 50 63 232 18 26 73 462

１９．３．３１ 46 61 230 18 26 69 450

＊医師数に事業管理者を含む。

平成１８年度 下半期伊勢市病院事業の業務状況
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３．経理の状況

平成１８年　４月　１日から

平成１９年　３月３１日まで

（１）平成１８年度伊勢市病院事業予算執行状況 （単位：円）

区　　分 予 算 額　Ａ 予算執行額　Ｂ 予 算 残 額 Ｂ／Ａ％ 備　考

（収益的収入）

病院事業収益 6,737,889,000 6,628,323,653 109,565,347 98.4

　　医業収益 6,056,661,000 5,933,676,719 122,984,281 98.0

　　健診収益 240,065,000 245,743,508 △ 5,678,508 102.4

　　医業外収益 441,063,000 448,903,426 △ 7,840,426 101.8

　　特別収益 100,000 0 100,000 0.0

（収益的支出）

病院事業費用 7,057,461,000 6,900,599,727 156,861,273 97.8

　　医業費用 6,499,142,000 6,365,696,842 133,445,158 97.9

　　健診費用 149,278,000 133,530,451 15,747,549 89.5

　　医業外費用 407,941,000 401,372,434 6,568,566 98.4

　　特別損失 100,000 0 100,000 0.0

　　予備費 1,000,000 0 1,000,000 0.0

（資本的収入）

資本的収入 105,100,000 105,100,000 0 100.0

　　負担金 100,000,000 100,000,000 0 100.0

　　寄附金 5,100,000 5,100,000 0 100.0

（資本的支出）

資本的支出 620,228,000 603,395,776 16,832,224 97.3

　　建設改良費 100,000,000 83,168,204 16,831,796 83.2

　　企業債償還金 341,949,000 341,948,857 143 100.0

　　退職給与金 178,279,000 178,278,715 285 100.0
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　　平成１８年　４月　１日から

　　平成１９年　３月３１日まで

（２）平成１８年度伊勢市病院事業損益計算書 （単位：円）

借 方 貸 方

　　科　　　　目 金　　　　額 科　　　目 金　　　額

病院事業費用 6,948,353,143 病院事業収益 6,606,565,853

　医業費用 6,321,272,305 　医業収益 5,925,741,614

　　給　与　費 3,746,137,618 　　入院収益 3,699,602,167

　　材　料　費 1,429,104,239 　　外来収益 2,067,668,227

　　経　　　費 798,610,803 　　その他医業収益 158,471,220

　　雑　支　出 0 　健診収益 234,078,837

　　減価償却費 321,831,269 　　健診収益 234,078,837

　　資産減耗費 5,167,745 　医業外収益 446,745,402

　　研究研修費 20,420,631 　　他会計補助金 9,270,720

　健診費用 132,050,228 　　他会計負担金 350,000,000

　　給　与　費 76,441,767 　　国庫補助金 8,033,000

　　材　料　費 12,763,950 　　その他医業外収益 79,441,682

　　経　　　費 29,746,331 　特別利益 0

　　減価償却費 13,098,180 　　過年度損益修正益 0

　医業外費用 495,030,610

　　支払利息及び企

　　業債取扱諸費 63,248,211

　　繰延勘定償却 284,355,902

　　雑  損  失

　（消費税雑損失） 108,184,285

　　負　担　金 38,614,412

    医業外雑費 627,800

　特別損失 0

　予　備　費 0

当期純利益 △ 341,787,290

　　　合　　　計 6,606,565,853 　　　合　　　計 6,606,565,853
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（３）平成１８年度伊勢市病院事業貸借対照表 （単位：円）

借 方 貸 方

　科　　　　目 金　　　　額 科　　　　目 金　　　　額

固定資産 3,756,882,343 流動負債 2,353,331,023

　有形固定資産 3,751,890,958 　一時借入金 1,550,000,000

　　　土地 1,125,595,145 　未払金 801,020,283

　　　建物 5,330,068,318 　　　医業未払金 565,536,798

　　　構築物 296,438,161 　　　未払消費税 2,178,142

　　　器械備品 3,311,656,260 　　　その他未払金 233,305,343

　　　車両 5,217,388 　その他流動負債 2,310,740

　　　減価償却累計額 △ 6,317,084,314 　　　預り金 1,310,740

　無形固定資産　 4,991,385 　　　預り有価証券 1,000,000

　　　電話加入権 3,562,685 資本金 1,409,935,557

　　　施設利用権 1,428,700 　自己資本金 510,318,431

流動資産 1,610,329,401 　借入資本金 899,617,126

　現金預金 561,305,220 　　　企業債 899,617,126

　　　現金 0 剰余金 2,581,348,065

　　　預金 561,305,220 　資本剰余金 4,041,495,772

　未収金 1,021,667,629 　　　受贈財産評価額 168,801,214

    　医業未収金 970,163,103 　　　国庫補助金 101,869,000

　　　医業外未収金 51,504,526 　　　他会計補助金 389,320,000

　貯蔵品 26,356,552 　　　工事負担金 53,395,358

　　　薬品 17,401,079 　　　寄附金 38,000,000

　　　診療材料 8,872,124 　　　補助金 15,110,200

　　　給食材料 83,349 　　　他会計負担金 3,275,000,000

　その他流動資産 1,000,000 　欠損金 1,460,147,707

　　　保管有価証券 1,000,000 　　　 前年度未処理欠損金 1,460,147,707

繰延勘定 635,615,611 当期純利益 △ 341,787,290

　退職給与金 635,615,611

　　　退職給与金 635,615,611

　　　合　　　計 6,002,827,355 　　　合　　　計 6,002,827,355

平成１９年３月３１日
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４． 平成１９年度予算の概要と事業の経営方針

　　平成１９年度の病院事業につきましては、全国的な医師不足、看護師不足に伴う患

　者数の減少などから、財政事情はさらに厳しくなるものと予想されますが、地域住民

　への高度医療技術の提供に努めるとともに、収入の確保に努めながら健全経営に職員

　一同まい進する所存であります。

　　事業運営につきましては、業務予定量といたしまして、入院患者数を一日２９０人

　で年間延べ１０６，１４０人、外来患者数を一日８９２人で年間延べ２１８，５４０

  人、健診ドック一日４１人で年間延べ１１，６０４人を予定し、収益的収入では医業

　収益で６，０７２，４８２千円、健診収益で２４０，６６２千円と一般会計からの負

　担金３５０，０００千円等を合わせ合計６，７１６，２４２千円を計上し、また支出

　といたしましては、給与費、材料費等の医業費用で６，３８５，４２６千円、健診費

　用で１４５，２０４千円等合わせて、６，８７９，７７５千円を予定いたしました。

　　その結果、収益的収支におきましては、１６３，５３３千円の純損失を生ずる見込

　みであります。

　　一方、資本的収支におきましては、収入として一般会計からの負担金１００，００

　０千円、企業債３８０，０００千円と合わせ４８０，０００千円、支出では、高度医

　療機器の更新等建設改良費に４８０，０００千円、企業債償還金２８９，６８９千円

　を合わせ７６９，６８９千円を予定計上いたしました。

　　この結果、２８９，６８９千円の収支不足となりますが、一時借入金で措置いたす

　予定であります。
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１  事業の概要

２  給水状況

（１）給水戸数と給水人口

H18.3.31 H19.3.31 増   減 増減率 (％)

給水戸数 53,278戸 53,566戸 288戸 100.5%

給水人口 135,734人 134,992人 △742人 99.5%

給水戸数 64戸 64戸 － 100.0%

給水人口 113人 114人 1人 100.9%

（２）給水収益(税込み) （単位：千円）

調 定 額 収 入 額 収入率 (％)

2,991,538 2,912,109 97.3

1,794 1,753 97.7
簡易水道

簡
易
水
道

今期の水道事業は、給水の安定及び有収率の向上を図り、効率的な維持管理を行うため、年次

計画に基づく老朽配水本管の更新や増口径管への布設替工事のほか、配水本管の未整備地区

への新規布設工事、施設の整備改良工事等を実施するとともに、下水道工事などに伴う配水本管

の布設替工事等を実施しました。

また、平成18年12月から二見町の水道料金を、旧伊勢市の料金体系に合わせた改正を行いま

した。

事業運営面では、平成19年３月末現在、配水量におきましては前年度に比し1.5％減少し、有収

水量におきましては、1.3％減少となりました。

財政収支の状況は、収益的収支におきまして、消費税を除き事業収益3,041,454千円、事業費

用2,570,992千円の執行となり、470,462千円の純利益を生じ、当年度未処分利益剰余金は、

470,462千円となりました。

一方、資本的収支におきましては、収入214,794千円、支出1,175,137千円の執行となり、建設改

良費繰越財源667千円を除くと961,010千円の収支不足となりましたが、損益勘定留保資金、建設

改良積立金等で補てんいたしました。

今後につきましても、事業費用を圧迫する受水費、企業債償還金等の諸経費とともに、計画的な

施設の整備改良事業の推進などにより、事業運営が厳しくなることが予測されますが、あくまで独

立採算制の堅持を第一目標とし、経費節減はもとより、公共性と経済性の調和を図りながら効率的

な運営に努め、給水の安定、市民サービスの向上になお一層の努力を重ねる所存であります。

上水道

平成18年度   下半期伊勢市水道事業の業務状況

区    分

上
水
道

区　　 分
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（３）配水量と有収水量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３  職員に関する事項

４  経理の状況

16,291,614

96.1

100.613,339

9,827

0.2

85

△ 39710,224

―

区    分 平成17年度 平成18年度

87.287.0

配 水 量

有収水量

18,442,640

16,079,999

18,724,689上
水
道

簡
易
水
道

有収率 (％)

配 水 量

有収水量

有収率 (％)

予 備 費

特 別 利 益

営 業 費 用

営 業 外 費 用

簡 易 水 道 費 用

水 道 事 業 費 用

区  分

10

11

H19.3.31

H18.9.30

事務吏員

区    分

0

2,326,477,052

368,029,915

81,267,000

1,000

2,784,132,000

0

2,698,199,016

  （１）平成１８年度伊勢市水道事業予算執行状況

1,880,913

営 業 収 益

簡 易 水 道 収 益

（収益的収支）

3,091,573,000

0.0

12,000,000

96.9

嘱　託

4

6,087 99.7

計

46

100.1

0.0

水 道 事 業 収 益

Ｂ／Ａ ％

4,721,085 98.7

67,852,948 97.2

営 業 外 収 益

1,000

85,932,984

100.4△ 13,209,695

45

90,956,225 △ 9,689,225

 予算残額

1813

111.9

執行額（Ｂ）

626,877,026

548,259,538 1,462 100.0

397,503,974 61.2

397,505,436 74.7

100.0

73.11,358,951

130,834,867 62.1

130,834,867 58.4

0

3,692,049

183,894,133

0

30,900,000

1,024,381,000

314,729,000

12,000,000

345,629,000

548,261,000

建 設 改 良 費

償 還 金

3,187,937,695

1,887,000

2,394,330,000

3,174,728,000

372,751,000

214,794,133

30,900,000

△ 3,527,5573,095,100,557

資 本 的 支 出

（資本的収支）

資 本 的 収 入

企 業 債

負 担 金

1,572,642,000 1,175,136,564

5,051,000

4

73.7

予算額（Ａ）

事務員

△ 3.4

（単位：円）

平成18年４月　１日 から

平成19年３月31日 まで

77.1

0 18

技術吏員 その他職員

13

（単位：㎥）

（単位：人）

13,254

―

増減率(％)

98.5

98.7

増   減

△ 282,049

△ 211,615
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（単位：円）

2,570,992,087 3,041,454,391

2,267,587,641 2,952,361,618

原 水 費 979,427,437 給 水 収 益 2,849,083,800

配 水 及 び 給 水 費 336,544,832 受 託 工 事 収 益 4,385,000

受 託 工 事 費 9,945,283 そ の 他 営 業 収 益 98,892,818

総 係 費 304,720,313 87,297,156

減 価 償 却 費 583,415,117 受取利息及び配当金 1,671,066

資 産 減 耗 費 53,523,356 雑 収 益 13,326,557

そ の 他 営 業 費 用 11,303 朝 熊 山 分 担 金 3,711,533

299,816,326 加 入 金 68,588,000

支 払 利 息 及 び
企 業 債 取 扱 諸 費

262,942,589 1,795,617

雑 支 出 28,243,479 給 水 収 益 1,708,205

朝 熊 山 雑 支 出 8,630,258 雑 収 益 87,412

3,588,120

簡 易 水 道 費 3,588,120

470,462,304

3,041,454,391 3,041,454,391

水 道 事 業 費 用

営 業 費 用 営 業 収 益

合      計

営 業 外 収 益

簡 易 水 道 収 益

平成 １８ 年 ４ 月   １ 日 から

平成 １９ 年 ３ 月 ３１ 日 まで

合      計

  （２）平成１８年度伊勢市水道事業損益計算書

借             方 貸             方

営 業 外 費 用

当 期 純 利 益

簡 易 水 道 費 用

水 道 事 業 収 益
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（単位：円）

（３）平成１８年度伊勢市水道事業貸借対照表                  平成19年3月31日

18,268,474,088 514,190,126

18,043,489,410 514,190,126

土 地 1,342,353,307 退 職 給 与 引 当 金 214,750,857

建 物 762,966,830 修 繕 引 当 金 299,439,269

減 価 償 却 累 計 額 △ 308,608,444 304,388,868

構 築 物 22,716,902,587 301,258,201

減 価 償 却 累 計 額 △ 7,882,862,500 貯 蔵 品 購 入 未 払 金 356,517

機 械 及 び 装 置 2,884,436,505 営 業 未 払 金 178,887,605

減 価 償 却 累 計 額 △ 1,565,218,959 営 業 外 未 払 金 91,232

車 両 運 搬 具 24,022,409
未 払 消 費 税
及 び 地 方 消 費 税

11,896,600

減 価 償 却 累 計 額 △ 19,038,377 そ の 他 未 払 金 110,026,247

工 具 、 器 具 及 び 備 品 61,344,199 39,458

減 価 償 却 累 計 額 △ 48,192,978 営 業 前 受 金 39,458

建 設 仮 勘 定 75,384,831 2,091,209

174,930,103 預 り 金 2,091,209

施 設 利 用 権 159,956,246 1,000,000

ソ フ ト ウ エ ア 14,973,857 預 り 有 価 証 券 1,000,000

50,054,575 10,695,537,645

投 資 有 価 証 券 50,054,575 4,014,986,697

3,219,667,203 6,680,550,948

2,300,091,413 企 業 債 6,680,550,948

預 金 2,300,091,413 9,974,024,652

284,807,121 9,322,887,019

営 業 未 収 金 246,594,010 受 贈 財 産 評 価 額 1,926,717,697

営 業 外 未 収 金 4,943,790 負 担 金 4,886,670,111

そ の 他 未 収 金 33,269,321 補 助 金 512,467,018

33,768,669 そ の 他 資 本 剰 余 金 1,997,032,193

原 材 料 33,768,669 651,137,633

600,000,000 建 設 改 良 積 立 金 180,675,329

短 期 貸 付 金 600,000,000 当年度未処分利益剰余金 470,462,304

1,000,000

保 管 有 価 証 券 1,000,000

21,488,141,291 21,488,141,291合      計 合      計

預 り 金

資 本 金

自 己 資 本 金

そ の 他 流 動 負 債

そ の 他 流 動 資 産

利 益 剰 余 金

短 期 貸 付 金

貯 蔵 品

借          　方 貸          　方

固 定 負 債

前 受 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産 引 当 金

流 動 負 債

未 払 金

未 収 金 資 本 剰 余 金

無 形 固 定 資 産

現 金 預 金

投 資

剰 余 金

借 入 資 本 金流 動 資 産
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５  平成１９年度予算の概要と事業運営方針

本年度の水道事業は、安定給水の確保と有収率の向上を図り効率的な維持管理を行うため、年

次計画に基づき、老朽配水本管の布設替工事、増口径管敷設替工事、配水本管の未整備地区へ

の新規布設工事、下水道工事等に伴う配水本管布設替工事及び配水池の耐震診断等を主なもの

として予定しました。

事業運営面では、給水戸数53,763戸を予定し、年間総給水量においては18,470千㎥を予定しまし

た。

財政収支の状況は、収益的収支におきまして、消費税等税込み額で水道料金等の営業収益

2,973,145千円、営業外収益79,278千円、簡易水道収益1,745千円を合わせた水道事業収益

3,054,168千円に対しまして、営業費用2,456,692千円、営業外費用349,600千円、簡易水道費用

5,480千円、予備費11,000千円を合わせて水道事業費用2,822,772千円を見込み、その結果、差引

消費税を除きますと、230,738千円の純利益が生じる見込みであります。

一方、資本的収支におきましては、収入699,200千円、支出2,058,744千円となり1,359,544千円の

不足額が生じますが、過年度分損益勘定留保資金等で補てんする見込であります。

今後の運営は、節水型社会が続くなか、老朽配水本管並びに老朽施設の更新、公共関連工事に

伴う不可欠な事業を抱え、事業財政は厳しい状況でありますが、市民に安全でおいしい水を安定供

給するため、更なる経費の節減を徹底し、一層の経営努力を重ねる所存であります。
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平成 18 年度   下半期伊勢市下水道事業の業務状況 

 

 

１  事業の概要 

 本年度の下水道事業は、汚水処理事業として平成 11 年度より整備を進めてきました宮川流

域関連公共下水道事業の第 1 期事業を完了し、平成 18 年６月 1 日に旧伊勢市、二見町、御薗

町の合計 459.8ha の区域で供用を開始しました。第２期事業においては、平成 17 年度より事

業に着手し、平成 18 年度は汚水幹線築造及び管渠の面整備工事等を進めました。小俣公共下

水道事業においては、汚水管渠関連の舗装工事を行い、特定環境保全公共下水道事業(五十鈴

川処理区)では、浄化センターの改良工事を行いました。 

雨水対策事業としては、雨水排水路の築造を行い、雨水管路の整備･拡充を図るとともに、

ポンプ場の建設を進めました。 

また、旧伊勢市、二見町、御薗町区域の下水道使用料については、宮川流域関連公共下水

道事業の供用開始時（平成 18 年６月１日）に単価の統一をいたしました。 

今後については、汚水処理・雨水対策事業ともに供用及び稼動区域においては適正な維持

管理に努め、汚水処理整備を行っている区域においては計画に基づき供用区域の拡大を目指

し、生活環境の改善と公共用水域の水質改善を進めていきます。また、雨水対策事業では、

計画に基づき管路の整備及びポンプ場の建設等を進め、浸水被害の防止に取り組んでいきま

す。  
 
 
２ 下水道普及率             （平成 19 年３月 31 日現在） 

行政区域内人口 (A) 処理区域内人口 (B) 普及率 (B/A) 

135,944人 35,541 人 26.1％

 
 
３  職員に関する事項                                     （単位：人） 

区  分 事務吏員 技術吏員 事務員 
その他 

職員 
嘱 託 計 

H18.9.30 21 18 ２ ２ ３ 46 

H19.3.31 23 18 ０ ２ ３ 46 
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４  経理の状況 

                                                    (単位：円) 

平成 18 年４月 １日 から 
  （１）平成１８年度伊勢市下水道事業予算執行状況 

平成 19 年３月 31 日 まで 

区    分 予算額（Ａ） 執行額（Ｂ）  予算残額 Ｂ／Ａ ％ 

（収益的収支） 

下水道事業収益 1,781,839,000 1,689,681,941 92,157,059 94.8

 営業収益 409,962,000 426,991,062 △17,029,062 104.2

 営業外収益 1,371,876,000 1,261,190,979 110,685,021 91.9

 特別利益 1,000 1,499,900 △1,498,900 149,990.0

下水道事業費用 1,445,388,000 1,404,898,560 40,489,440 97.2

 営業費用 962,991,254 927,002,814 35,988,440 96.3

 営業外費用 477,895,746 477,895,746 0 100.0

 特別損失 1,000 0 1,000 0.0

 予備費 4,500,000 0 4,500,000 0.0

（資本的収支） 

資本的収入 8,044,542,000 5,315,202,279 2,729,339,721 66.1

企業債 4,129,500,000 2,573,200,000 1,556,300,000 62.3

負担金 1,138,936,000 1,195,495,700 △56,559,700 105.0

国庫補助金 2,763,150,000 1,533,550,579 1,229,599,421 55.5

県補助金 12,956,000 12,956,000 0 100.0

資本的支出 8,460,574,824 5,249,613,736 3,210,961,088 62.0

建設改良費 7,940,375,824 4,729,467,321 3,210,908,503 59.6

企業債償還金 519,999,000 519,996,415 2,585 100.0

受益者負担金返還金 200,000 150,000 50,000 75.0
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(単位：円) 

平成 18 年４月 １日 から 

（２）平成１８年度伊勢市下水道事業損益計算書 

平成 19 年３月 31 日 まで 

借             方 貸             方 

下水道事業費用      1,400,470,198下水道事業収益 1,596,011,834

 営業費用 913,721,972 営業収益 412,679,167

  汚水管渠費 20,168,075  下水道使用料 286,206,421

  雨水管渠費 4,985,000  他会計負担金 117,403,172

  流域下水道 

維持管理負担金  
33,480,350  その他営業収益 9,069,574

  ポンプ場費 12,731,258 営業外収益 1,181,904,191

  処理場費 163,818,685  受取利息及び配当金 650,000

  普及促進費 31,757,685  他会計負担金 375,625,000

  業務費 115,536,785  他会計補助金 710,317,000

  総係費 130,450,925  県補助金 94,145,000

  汚水減価償却費 319,683,614  雑収益 1,167,191

  雨水減価償却費 79,870,441 特別利益 1,428,476

  資産減耗費 1,239,154  過年度損益修正益  1,428,476

 営業外費用 486,748,226 

  支払利息及び 

  企業債取扱諸費 
474,054,956    

  雑支出 12,693,270    

当期純利益 195,541,636  

合      計 1,596,011,834 合      計 1,596,011,834
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(単位：円) 

（３）平成１８年度伊勢市下水道事業貸借対照表                  平成 19 年３月 31 日

借           方 貸           方 

固定資産 47,685,473,501固定負債 5,766,000

 汚水有形固定資産 33,318,975,783 引当金 5,766,000

  土地 333,762,771  修繕引当金 5,766,000

  立木 3,119,863流動負債 1,602,651,072

  建物 1,158,173,521 未払金 1,601,644,497

  減価償却累計額       △ 69,504,736  営業未払金 86,174,728

  構築物 27,585,443,024  営業外未払金 38,374,404

  減価償却累計額 △ 815,494,506  その他未払金 1,477,095,365

  機械及び装置 3,852,470,208 前受金 1,575

  減価償却累計額 △ 436,021,868  営業前受金 1,575

  車両運搬具 2,505,312 預り金 5,000

  減価償却累計額 △ 1,786,472  預り金 5,000

  工具、器具及び備品 24,826,407 その他流動負債 1,000,000

  減価償却累計額 △ 12,742,403  預り有価証券 1,000,000

  建設仮勘定 1,694,224,662資本金 30,884,492,658

 雨水有形固定資産 7,296,292,367 自己資本金 5,621,230,769

  土地 628,180,473 借入資本金 25,263,261,889

  建物 2,267,711,232  企業債 25,263,261,889

  減価償却累計額       △ 11,724,159剰余金 18,560,240,035

  構築物 2,463,504,520 資本剰余金 18,584,418,016

  減価償却累計額 △ 28,887,256  受贈財産評価額 184,933,122

  機械及び装置 1,488,959,570  他会計負担金 1,009,831,302

  減価償却累計額 △ 70,285,830  受益者負担金 1,354,889,579

  工具、器具及び備品 3,771,849  工事負担金 170,888,748

  建設仮勘定 555,061,968  周辺環境整備事業負担金 199,619,400

 汚水無形固定資産 7,020,150,776  他会計補助金 700,980,604

  施設利用権 39,112,911  補助金 14,887,424,286

  流域下水道施設利用権 6,975,971,484  その他資本剰余金 75,850,975

  電話加入権 75,000 欠損金 24,177,981

  ソフトウエア 4,991,381  当年度未処理欠損金 24,177,981

 投資 50,054,575 

  投資有価証券 50,054,575 

流動資産 3,367,676,264 

 現金預金 3,049,441,494 

  預金 3,049,441,494 
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 未収金 317,234,770    

  営業未収金 95,829,858  

  営業外未収金 173,484,637  

  その他未収金 47,920,275   

 その他流動資産 1,000,000  

  保管有価証券 1,000,000  

合      計 51,053,149,765 合      計 51,053,149,765

 

 

５  平成１９年度予算の概要と事業運営方針 

 

 本年度の下水道事業につきまして、汚水処理施設整備事業は、引き続き処理区域の拡大を

図るため汚水管渠の幹線築造及び面整備等を予定し、雨水施設整備事業としましては、浸水

対策のための雨水管渠敷設工事及びポンプ場築造工事等を主なものとして予定しました。 
 事業運営面では、排水戸数 9,044 戸を予定し、年間総排水量においては 2,394 千㎥を予定

しました。 

  財政収支の状況は、収益的収支におきまして、消費税等税込み額で下水道使用料等の営業

収益 472,707 千円、営業外収益 1,407,791 千円、特別利益 1 千円を合わせて下水道事業収益

1,880,499 千円に対し、営業費用 1,333,712 千円、営業外費用 576,569 千円、特別損失 1 千

円、予備費 4,500 千円を合わせて下水道事業費用 1,914,782 千円を見込み、その結果、収支

差引消費税を除きますと、116,580 千円の純損失となる見込みであります。 

 一方、資本的収支におきましては、収入 5,475,272 千円、支出 6,019,001 千円となり 543,729

千円の不足額が生じますが、過年度分損益勘定留保資金等で補てんする見込みであります。 

 今後の運営は、流域関連公共下水道事業計画の推進と供用を開始した施設の維持管理等を

抱え、事業財政は厳しい状況でありますが、経費節減はもとより、公共性と経済性の調和を

図りながら効率的な運営に努め、住環境の改善と公共用水域の水質保全により市民サービス

の向上になお一層の努力を重ねる所存であります。 
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平成１８年度 下半期伊勢市認知症対応型共同生活介護事業の業務状況 

 
 
事業の概要 

 

○総括事項 

   伊勢市認知症対応型共同生活介護（おばたグループホーム）は、介護保険法 

による要介護者であって、認知症の状態にある者について、共同生活を営むこ 

とにより、家庭的な環境のもとで入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生 

活の世話、及び機能訓練を営むことができるようにするために設置しました。 

 平成１８年度１０月１日からの入居者延人数は１１人で、期間中１人の退居、 

１人の入居があり、平成１９年３月末現在９人の方が利用しております。 

 

 ○経理の状況 

   下半期の収益的収支は、収入が 36,103,288 円、費用は 38,662,923 円で差引 

2,559,635 円の純損失となりました。 

   収益の内訳は、事業収益としてグループホーム使用料 8,439,300 円、介護報 

酬 26,436,442 円、その他営業費用が 1,227,546 円です。 

 費用は、営業費用が 38,513,037 円で、その内訳は委託料 35,647,000 円、減

価償却費 2,834,277 円、その他営業費用 31,760 円、営業外費用は 149,886 円

で、その内訳は支払利息 146,386 円、雑支出 3,500 円です。 

 

○ 下半期（１０月１日から３月３１日まで）の営業内容 

                       (単位：人) 

区   分 平成１７年度 平成１８年度 対前年比 

入居者数 １０ １１ １ 

退居者数 １ ２ １ 
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（単位：円）

当初予算額 補正予算額 合　　計

36,282,000 △ 1,082,000 35,200,000 36,103,288 903,288

36,281,000 △ 1,082,000 35,199,000 36,103,288 904,288

1,000 0 1,000 0 △ 1,000

36,282,000 △ 1,082,000 35,200,000 36,103,288 903,288

　支　　出 （単位：円）

当初予算額 補正予算額 予備費支出額 流用増減額

地方公営企業法
第２４条第３項
の規定による支

出額

小　　計

地方公営企業法
第２６条第２項
の規定による繰

越額

合　　　計

第１款　グループホーム事業費用 38,670,000 0 0 0 0 38,670,000 0 38,670,000 38,662,923 0 7,077

　第１項　営業費用 38,514,000 0 0 0 0 38,514,000 0 38,514,000 38,513,037 0 963

　第２項　営業外費用 151,000 0 0 0 0 151,000 0 151,000 149,886 0 1,114

　第３項　予備費 5,000 0 0 0 0 5,000 0 5,000 0 0 5,000

合　　　　計 38,670,000 0 0 0 0 38,670,000 0 38,670,000 38,662,923 0 7,077

　　　平成１８年度　伊勢市認知症対応型共同生活介護事業予算執行状況（下半期・１０月～３月）　

区　　　　　分 執行額

地方公営企業法
第２６条第２項
の規定による繰

越額

予算額に比べ
執行額の増減

※　備　考

区　　　　　分

（１）収入的収入及び支出

※　備　考

予 算 額

予　　　　　算　　　　　額

地方公営企業法第２４条
第３項の規定による

支出額に係る財源充当額

執行額
予算額に比べ
執行額の増減

　収　　入

　第２項　営業外収益

合　　　　計

0

0

0

0

　第１項　営業収益

第１款　グループホーム事業収益
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　収　　入 （単位：円）

当初予算額 補正予算額 小　　計

地方公営企業法
第26条の規定に
よる繰越額に係
る財源充当額

継続費逓次
繰越額に係
る財源充当

額

合　　計

0 0 0 0 0 0 0 0

　支　　出 （単位：円）

当初予算額 補正予算額 流用増減額 小　　計
地方公営企業法
第26条の規定に

よる繰越額
継続費逓次繰越額 合　　計

地方公営企業法
第26条の規定に

よる繰越額
継続費逓次繰越額 合　　計

第１款　資本的支出 1,773,000 0 0 1,773,000 0 0 1,773,000 1,772,197 0 0 0 803

　第１項　企業債償還金 1,773,000 0 0 1,773,000 0 0 1,773,000 1,772,197 0 803

合　　　　　計 1,773,000 0 0 1,773,000 0 0 1,773,000 1,772,197 0 0 0 803

予算額に比
べ執行額の

増減

（２）資本的収入及び支出

執行額

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　　額 翌　年　度　繰　越　額

※　備　考区　　　　　分

※　備　考
予算額に比
べ執行額の

増減
執行額

予　　　　　　　　算　　　　　　　　額

合　　　　　計

区　　　　　分
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(単位：円)

科　　　　　目 金　　　額 科　　　　　目 金　　　額

グループホーム事業営業費用 38,513,037 グループホーム事業営業収益 36,103,288

　委託料 35,647,000 　グループホーム使用料 8,439,300

　減価償却費 2,834,277 　介護報酬 26,436,442

　その他営業費用 31,760 　その他営業収益 1,227,546

  

グループホーム事業営業外費用 149,886 グループホーム事業営業外費用 0

　支払利息 146,386 　雑収益 0

　雑支出 3,500   

当年度純損失 △ 2,559,635   

合　　　　計 36,103,288 合　　　　計 36,103,288

(単位：円）

科　　　　　目 金　　　額 科　　　　　目 金　　　額

（資産の部） （負債の部）

固定資産 89,509,180 固定負債 0

　　有形固定資産 89,355,180 　　借入金 0

　　　建物 84,348,600

　　　構築物 610,050 流動負債 0

　　　工具・器具及び備品 10,186,470 　　一時借入金 0

　　　車両及び運搬具 692,945

　　　減価償却累計額 △ 6,482,885 （資本の部）

資本金 17,376,913

　　無形固定資産 154,000 　　繰入資本金 10,000,000

　　　電話加入権 154,000 　　借入資本金 7,376,913

流動資産 10,900,066 剰余金 83,032,333

　　現金預金 5,848,321 　資本剰余金 81,082,015

　　未収金 5,051,745 　　　国庫補助金 22,000,000

　　前払金 0 　　　県補助金 11,000,000

　　　他会計補助金 48,005,015

　　　その他資本剰余金 77,000

　利益剰余金 1,950,318

　　前年度繰越利益剰余金 4,509,953

　　当年度純利益 △ 2,559,635

資　産　合　計 100,409,246 負　債　・　資　本　合　計 100,409,246

費　　　　　用 収　　　　　益

損　益　計　算　書

自　平成１８年１０月１日　至　平成１９年３月３１日

貸　借　対　照　表

平成１９年３月３１日現在

資　　　　　産 負　債　・　資　本
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平成１９年度予算の概要と事業の経営方針 

 

 平成１９年度の認知症対応型共同生活介護事業につきましては、夜勤の義務化

などの影響により委託料が増額となり、財政状況はさらに厳しくなるものと予

想され、今後の経営安定の方策について検討の必要があると考えます。 

また、認知症の症状のみられる高齢者に家庭的な雰囲気のもと生活していた

だけるよう、介護技術の提供に努めるとともに、収入の確保に努めます。 

 事業運営につきましては、業務予定量といたしまして、入居者数を定員の９

人、入院等による不在を見込んだ利用率を９９．５％とし、年間利用予定人員

を延べ３，２６８人としました。 

収益的収入では、グループホーム使用料で８，７８２千円、介護報酬として

２７，５３２千円、その他営業収益１千円、雑収益１千円、計３６，３１６千

円を計上し、また、支出といたしましては、委託料、減価償却費をはじめとす

る営業費用、施設建設時に借り入れた起債の利息等の営業外費用、予備費合わ

せて３９，３０９千円を予定いたしました。 

 その結果、収益的収支におきましては、２，９９３千円の純損失が生ずる見

込みであります。 

 一方、資本的支出におきましては、企業債償還金１，８０１千円を予定計上

いたしました。 

 この結果、１，８０１千円の収支不足となりますが、資本的収入がないため、

過年度分損益勘定留保資金の内１，８０１千円で措置する予定であります。 
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伊勢市選管告示第 33 号 

 

 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 74条及び第 75条に規定する選挙権を有す 

 

る者の総数の 50分の１の数並びに地方自治法第 76条、第 80条、第 81条及び第 86 

 

条に規定する選挙権を有する者の総数の３分の１の数は、下記のとおりです。 

 

 

  平成 19 年６月２日 

                    伊勢市選挙管理委員会 

                         委員長 杉 木  仁 

 

                記 

 

１ 選挙権を有する者の総数の 50分の１の数    2,201 人 

 

２ 選挙権を有する者の総数の３分の１の数    36,677 人 

 

 （参考）永久選挙人名簿登録者総数          110,029 人 
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伊勢市選管告示第 34 号 

 

 

 市町村の合併の特例に関する法律（昭和 40年法律第６号）第４条第 11項及び第４ 

 

条の２第 15項に規定する選挙権を有する者の総数の６分の１の数は、下記のとおり 

 

です。 

 

 

 平成 19 年６月２日 

                    伊勢市選挙管理委員会 

                         委員長 杉 木  仁 

 

               記 

 

１ 選挙権を有する者の総数の６分の１の数   18,339 人 

 

 （参考）永久選挙人名簿登録者総数        110,029 人 
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伊勢市農業委員会告示第１号 
 
 伊勢市農業委員会第３回総会を次のとおり招集します。 
 
  平成１９年６月５日 
 

伊勢市農業委員会 
会長 中 川 堯 

 
 
１ 招集の日時  平成１９年６月１８日（月）午前１０時 
 
２ 招集の場所  伊勢市市役所 御薗総合支所 
 
３ 付議すべき事項 
（１）議案第１号 平成１８年度伊勢市農業委員会事業報告について 
（２）議案第２号 平成１９年度伊勢市農業委員会事業計画（案）について 
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伊勢市上下水道事業告示第 36 号 

 

 次の工事店は、指定の有効期間満了に際し、伊勢市下水道排水設備指定

工事店規程（平成 17 年上下水道事業管理規程第２号）第８条第１項の規定

による指定の更新がなされなかったので、同規程第 13 条第１項の規定によ

り告示します。 

 

平成 19 年６月 14 日 

 

伊勢市長 森 下 隆 生     

 

 

指定 

番号 
工事店名 所在地 

有 効 期 間 

満了年月日 

93 南水道 度会郡南伊勢町河内 360 番地２ 平成 19 年５月 31 日
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伊勢市上下水道事業告示第 37 号 

 

 流域関連公共下水道の供用を開始するので、下水道法(昭和 33 年法律第

79 号)第９条の規定に基づき、次のとおり告示します。 

その関係図面は、伊勢市上下水道部下水道建設課に備え置いて、平成 19

年６月 15 日から２週間、一般の縦覧に供します。 

 

平成 19 年６月 14 日 

 

伊勢市長 森 下 隆 生     

 

１ 供用(下水の処理)を開始する年月日 

  平成 19 年 7 月１日 

２ 供用(下水の処理)を開始する区域 

御薗町高向の一部 

３ 供用を開始する排水施設の位置 

 縦覧に供する関係図面において表示します。 

４ 当該公共下水道が接続する流域下水道の終末処理場の位置及び名称 

  位置 伊勢市大湊町 1126 番地 

  名称 宮川浄化センター 

５ 供用を開始する排水施設の合流式又は分流式の別 

  分流式 
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伊勢市公告第 33 号 

 

 農業経営基盤強化促進法（昭和 55 年法律第 65 号）第 18 条第１項の規定

により、次のように農用地利用集積計画を定めましたので、同法第 19 条の

規定により公告します。 

 

  平成 19 年６月１日 

 

               伊勢市長 森 下 隆 生     

 

農用地利用集積計画（利用権設定） 

利用権を設定する人 利用権の設定を受ける人 利用権設定面積 備考

２ 人  ２ 人 1,662 ㎡ １年

４ 人  ３ 人 4,964 ㎡ ３年

６ 人  ３ 人 14,737 ㎡ ５年
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 伊勢市情報公開条例（平成 17 年条例第 19 号）第 20 条の規定に基づき、平成

18 年度（平成 18 年４月１日から平成 19 年３月 31 日までの間に請求のあったも

の）における公文書の公開等についての実施状況を、次のとおり公表します。 

 

  平成 19 年６月 20 日 

                   伊勢市長 森 下 隆 生 

１ 公文書公開請求の状況 

  平成 18 年度における公文書公開請求件数は、209 件でした。 

                                  （単位：件） 

   4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12月 1 月 2 月 3 月 合計

請求 25 ７ 15 ６ 27 37 36 16 10 ８ 15 ７ 209

 

２ 公文書公開請求者別状況 

  平成 18 年度における公文書公開請求者数は、人数で 75 人でした。 

   

３ 公文書公開請求の実施機関別状況 

  平成 18 年度の公文書公開請求状況を実施機関別に見ると、市長 177 件、教

育委員会 22 件、議会３件、病院事業管理者４件、消防長４件でした。 
なお、１人の請求に対して複数の実施機関への請求があります。 

                                  （単位：件） 

 実施機関名 件数 実施機関名 件数 

合併調整室  １件 教育委員会  17件

秘書広報課 ２ （小俣分室) ４ 

総務課 ２ （御薗分室） １ 

職員課 ３ 議会 ３ 

管財契約課 ２ 公平委員会 ０ 

電算システム課 １ 農業委員会 ０ 

環境政策課 ２ 病院事業管理者 ４ 

資源循環課 １ 消防長 ４ 

戸籍住民課 ３ 選挙管理委員会 ０ 

児童長寿課 ５ 監査委員 ０ 

介護保険課 １ 固定資産評価審査委員会 ０ 

健康課 １   

商工政策課 １   

農林課 15   

水産課 ３   

まちづくり推進課 ２   

市民参画交流課 １   

観光政策課 ３   

防災防犯課 １   

都市整備課 16   

維持管理課 26   

市 

 

 

長 

都市計画課 20   
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建築住宅課 ３   

（二見総合支所）福祉健康課 １   

（二見総合支所）産業建設課 １   

（小俣総合支所）地域振興課 １   

（小俣総合支所）産業建設課 ２   

（御薗総合支所）福祉健康課 １   

（御薗総合支所）産業建設課 １   

収入役室 １   

上下水道部管理課 42   

（二見総合支所）上下水道課 ３   

（小俣総合支所）上下水道課 ７   

（御薗総合支所）上下水道課 ２   

計（34課） 177 計 33 

合     計 210 

 

４ 公文書公開請求の決定状況 

 (1) 決定状況 

   公文書公開請求に対するその決定状況は、公開 78 件、部分公開 112 件、

非公開１件、取下げ１件、請求却下 24 件でした。 

なお、１件の請求に対して複数の決定のものがあります。 

                             （単位：件） 

請  求 
区 分 

公 開 部分公開 非公開 取下げ 請求却下 計 

件 数 78 112 １ １ 24 216 

  

 (2) 部分公開・非公開・請求却下理由別内訳 

   部分公開、非公開又は請求却下となった理由は次のとおりです。 

   なお、１件の請求に対して複数の理由のものがあります。 

                                 （単位：件） 

非 公 開 理 由 部分公開 非公開 請求却下 合計 

個人情報（第９条第１号） 54 １ 55 

法人等情報（第９条第２号） 80 ０ 80 

国等との協力関係情報（第９条第３号） １ ０ １ 

意思形成過程情報（第９条第４号） １ ０ １ 

事務事業の執行情報（第９条第５号） １ ０ １ 

公共の安全、秩序維持情報（第９条第６号） ０ ０ ０ 

任意提供情報（第９条第７号） ０ ０ ０ 

合議制機関情報（第９条第８号） ０ ０ ０ 

法令秘情報（第９条第９号） ０ ０ 

 

０ 

請求対象とならない公文書 ３ ３ 

公文書特定不可能 ２ ２ 

公文書不存在 

  

19 19 

合  計 137 １ 24 162 
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５ 不服申立ての状況 

  公文書の公開請求に対し実施機関が行う諾否の決定に対し、不服申立てが 

できるようになっていますが、平成18年度の不服申立てはありませんでした。 

６ 審査会の処理状況 

  平成 18 年度に伊勢市情報公開審査会への諮問はありませんでした。 
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 伊勢市個人情報保護条例（平成 17 年条例第 20 号）第 30 条の規定に基づき、

平成 18 年度（平成 18 年４月 1 日から 19 年３月 31 日までの間に請求のあった

もの）における個人情報の開示等についての実施状況を次のとおり公表します。 

 

  平成 19 年６月 20 日 

                    伊勢市長 森 下 隆 生 

１ 個人情報取扱事務の届出 

  実施機関は、個人情報を取り扱う事務を開始しようとするときは、あらか 

じめその取扱事務の名称、利用の目的等についての届出を市長に行わなけれ 

ばなりません。 

  平成 18 年度における実施機関からの届出件数は 43 件でした。 

            （単位：件） 

実施機関名 件 数 

市 長 42 

教育委員会 １ 

 

２ 個人情報取扱事務の廃止、変更の届出 

  実施機関は、個人情報取扱事務の届出に係る取扱事務を廃止又は変更する

場合は、その旨を届出なければなりません。平成 18 年度における事務の廃止

の届出は 24 件、変更の届出は 14 件でした。 

                   （単位：件） 

実施機関名 事務の廃止 事務の変更 

市 長 19 10 

教育委員会 ５ ４ 

 

３ 実施機関別の登録 

  平成 18 年度末における個人情報取扱事務の登録件数は、516 件となり、実

施機関別の登録件数は、次のとおりです。 

 

  実施機関別の事務の登録状況（平成 19 年 3 月 31 日現在） 

実施機関名          件 数 

市 長           388 

教育委員会            80 

病院事業管理者       9 

選挙管理委員会             5 

監査委員             2 

農業委員会             4 

消防長            26 

議 会             2 

合   計           516 
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４ 個人情報開示、訂正、削除及び中止の請求等 

  平成 18 年度における個人情報開示請求件数は５件でした。訂正、削除及び

中止の請求はありませんでした。 

   4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12月 1 月 2 月 3 月 合計

開示 ０ ０ ０ ２ ０ ０ ０ １ ０ ０ ０ ２ ５ 

   

なお、開示請求の実施機関別状況は以下のとおりでした。 

                                  （単位：件） 

 実施機関名 件数 実施機関名 件数 

職員課  １件 教育委員会  ０件

戸籍住民課 ３ 議会 ０ 

児童長寿課 １ 公平委員会 ０ 

  農業委員会 ０ 

  病院事業管理者 ０ 

  消防長 ０ 

  選挙管理委員会 ０ 

  監査委員 ０ 

  固定資産評価審査委員会 ０ 

市 

 

 

長 

計（３課） ５ 計 ０ 

合     計 ５ 

 

５ 個人情報開示請求者別状況 

  平成 18 年度における個人情報開示請求者数は、人数で５人でした。 

 その状況は、次のとおりです。 

  請求者別状況             （単位：人） 

 本 人 ５ 

未成年者 ０ 

成年被後見人 ０  代理人 

特別の理由 ０ 

 

６ 開示請求の決定状況 

(1) 決定状況 

   個人情報開示請求に対するその決定状況は、一部開示３件、請求却下３

件でした。 

なお、１件の請求に対して複数の決定のものがあります。 

                             （単位：件） 

区 分 請 求 開示 一部開示 非開示 請求却下

件 数 ５ ０ ３ ０ ３ 
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 (2) 一部開示・請求却下理由別内訳 

   一部開示、請求却下となった理由は次のとおりです。 

   なお、１件の請求に対して複数の理由のものがあります。 

                             （単位：件） 

不 開 示 理 由 一部開示 請求却下 合計 

法令秘情報（第 15 条第１号） ０ ０ 

評価、診断等情報（第 15 条第２号） ０ ０ 

第三者の個人情報（第 15 条第３号） ３ ３ 

国等協力関係情報（第 15 条第４号） ０ ０ 

審議、検討、調査等情報（第 15 条第５号） ０ ０ 

行政運営情報（第 15 条第６号） ０ ０ 

公共の安全、秩序維持情報（第 15 条第７号） ０ ０ 

その他の情報（第 15 条第８号） ０ 

 

０ 

請求対象とならない情報 ０ ０ 

個人情報特定不可能 ０ ０ 

個人情報不存在 

 

３ ３ 

合  計 ３ ３ ６ 

 

７ 目的外利用及び外部提供 

  実施機関は、目的外利用等の根拠がある場合は、個人情報取扱事務の目的 

の範囲を超えて個人情報を実施機関の内部で利用をし、又は実施機関以外の 

ものへ提供することができますが、平成 18 年度における目的外利用の届出は 

５件、外部提供の届出は 15 件でした。その状況は次のとおりです。 

 (1) 実施機関別の目的外利用等の届出      （単位：件） 

 目的外利用 外 部 提 供      計 

市 長 ４ 15 19 

教育委員会 １ ― １ 

合 計 ５ 15 20 

  

(2) 目的外利用等の根拠                   

  なお、１件の目的外利用等に対して複数の根拠のものがあります。 

                              （単位：件） 

本人の同意を得ているとき １

法令等に定めがあるとき ９

公表された事実であるとき ０

緊急かつやむを得ないと認めるとき ０

相当の理由があり、かつ、本人の権利利益を侵害するおそれがないと認めたとき ８

国等への提供で、事務の性質上やむを得ないと認めたとき ６

審議会の意見を聴いて特に必要があると認めたとき ４
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８ 不服申立ての状況 

  個人情報の開示、訂正、削除又は目的外利用等の中止の請求に対する決定

に対して、不服申立てができるようになっていますが、平成 18 年度の不服申 

立てはありませんでした。 

 

９ 審議会の処理状況 

  平成 18 年度に伊勢市個人情報保護審議会への諮問はありませんでした。 
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